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埼玉県・市町村生活再建支援金及び 

埼玉県・市町村半壊特別給付金に関する要綱 

 

（平成２６年３月３１日知事決裁）  

（令和２年３月３１日改正）  

（令和３年３月３１日改正）  

 

（趣旨）  

第１条 埼玉県（以下「甲」という。）及び埼玉県内の全市町村（以下「乙」

という。）は、埼玉県・市町村被災者安心支援に関する基本協定（以下「基

本協定」という。）に基づき、自然災害によりその居住する住宅が全壊等し

た埼玉県内の世帯の生活の再建を支援するため、これらの世帯に対し埼玉

県・市町村生活再建支援金（以下「支援金」という。）、埼玉県・市町村半

壊特別給付金（以下「特別給付金」という。）の支援をする。  

２ 前項の支援金及び特別給付金（以下「支援金等」という。）の支援に関し

ては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５

号。以下｢規則｣という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。  

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号。以下

「法」という。）第２条第１号に定める自然災害をいう。 

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるも

のをいう。 

ア 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯 

イ 当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住

する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止す

るため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等

が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由に

より、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

ウ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が

継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のも

のとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる
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世帯 

エ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、

壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法

施行令（平成１０年政令第３６１号）第２条に定めるものの補修を含

む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であ

ると認められる世帯（イ及びウに掲げる世帯を除く。次条において「大

規模半壊世帯」という。） 

オ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は

天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の

補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認めら

れる世帯（イからエまでに掲げる世帯を除く。次条において「中規模

半壊世帯」という。） 

カ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊した世帯（イからオま

でに掲げる世帯を除く。次条及び第４条において「半壊世帯」という。） 

 (3) 住家被災市町村 支援金等の支給対象となる被災世帯が被災時点に

おいて居住する市町村をいう。  

 

 （支援金の支給） 

第３条 甲は県内で被災世帯となった世帯の世帯主（以下「被災世帯主」

という。）に対して、当該被災世帯主の申請に基づき、支援金の支給を

行うものとする。 

２ 被災世帯（被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の

数が１である世帯（以下「単数世帯」という。）を除く。以下第６項まで

において同じ。）のうち前条第２号アからエまでのいずれかに該当するも

のの世帯主に対する支援金の額は、１００万円（大規模半壊世帯にあって

は、５０万円とする。以下「基礎支援金」という。）に、当該被災世帯が

次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とす

る。  

(1) その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 ２００万円  

(2) その居住する住宅を補修する世帯 １００万円   

(3) その居住する住宅（公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２条

第２号に規定する公営住宅（第５項第３号及び第４条において「公営住

宅」という。）を除く。）を賃借する世帯 ５０万円   

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害に

より同項各号のうち２以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する

支援金の額は、１００万円（大規模半壊世帯にあっては、５０万円）に当

該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高いものを加えた額と
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する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、前条第２号ウに該当する被災世帯について

は、法第３条第４項の規定の例による。 

５ 被災世帯のうち中規模半壊世帯の世帯主に対する支援金の額は、次の各

号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 １００万円 

 (2) その居住する住宅を補修する世帯 ５０万円 

 (3) その居住する住宅（公営住宅を除く。）を賃借する世帯 ２５万円 

６ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する被災世帯が同一の自然災害に

より同項各号のうち２以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する

支援金の額は、当該世帯が該当する同項各号に定める額のうち最も高い額

とする。 

７ 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、第２項から前項まで

の規定を準用する。この場合において、第２項、第３項及び第５項中「１

００万円」とあるのは「７５万円」と、「５０万円」とあるのは「３７万

５千円」と、第２項中「２００万円」とあるのは「１５０万円」と、第５

項中「２５万円」とあるのは「１８万７千５百円」と読み替えるものとす

る。 

８ 被害の程度は住家被災市町村がその認定を行うものとする。  

９ 同一の自然災害により、法による被災者生活再建支援金が支給される被

災世帯主に対しては支援金を支給しない。  

10 被災世帯が、同一の自然災害により第２項第３号及び第５項第３号の支

援金又は基本協定第４条の規定に基づく埼玉県・市町村家賃給付金（以下

「給付金」という。）のいずれも支給の対象となるときは、当該被災世帯

の選択に従い、いずれか一方のみを支給することとし、併給はしない。  

11 被災世帯が、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第４条第１項第

６号に基づき被災した住宅の応急修理の救助を受ける場合には、当該救助

に要する費用を超えて自己の費用をもって同一の住宅を補修する場合に、

第２項第２号及び第５項第２号の支援金を支給する。  

12 第１項の規定にかかわらず、埼玉県暴力団排除条例（平成２３年埼玉県

条例第３９号）第２条第２号に規定する暴力団員が属する世帯に対しては

支援金を支給しない。 

13 第１項の規定にかかわらず、半壊世帯に対しては支援金を支給しない。 

 

 （特別給付金の支給）  

第４条 甲は県内で半壊世帯となり自ら住宅を補修又は住宅（公営住宅を除

く。）を賃借した被災世帯主に対して、当該被災世帯主の申請に基づき、
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予算の範囲内において特別給付金の支給を行うものとする。  

２ 半壊世帯（半壊世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の

数が１である世帯（以下「単数半壊世帯」という。）を除く。）の世帯主に

対する特別給付金の額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。  

 (1) その居住する住宅を補修する世帯 ５０万円 

 (2) その居住する住宅（公営住宅を除く。）を賃借する世帯 ２５万円 

３ 単数半壊世帯の世帯主に対する特別給付金の額は、前２項の規定を準用

する。この場合において、第２項中「５０万円」とあるのは「３７万５千

円」と、「２５万円」とあるのは「１８万７千５百円」と読み替えるもの

とする。  

４ 半壊世帯が、同一の自然災害により、災害救助法（昭和２２年法律第１

１８号）の救助の対象となる場合は、特別給付金を支給しない。  

５ 被害の程度は住家被災市町村がその認定を行うものとする。  

６ 同一の自然災害により、法による被災者生活再建支援金及び支援金が支

給される被災世帯主に対しては特別給付金を支給しない。  

７ 前項の規定にかかわらず、半壊世帯の世帯主が特別給付金を受給した後、

支援金の受給が可能となった場合は、当該世帯主に対し支援金の受給限度

額と受給済みの特別給付金の差額を支給するものとする。  

８ 第１項の規定にかかわらず、埼玉県暴力団排除条例（平成２３年埼玉県

条例第３９号）第２条第２号に規定する暴力団員が属する世帯に対しては

特別給付金を支給しない。  

 

（支給の申請）  

第５条 支援金等の支給を申請するときは、被災世帯主が住家被災市町村を

経由して甲に、支援金等支給申請書（様式第１号）及び次の各号に掲げる

添付書面等を提出することにより行うものとする。 

 (1) 住民票等の世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる市

町村が発行する証明書 

(2) 被災世帯主名義の預貯金通帳のうち、支援金等を振り込む口座を確

認できる部分の写し 

(3) 住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けたこと

が確認できる住家被災市町村の発行する罹災証明書及び住宅が半壊

し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止

するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等

が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由によ

り、当該住宅を解体したことが確認できる証明書類 
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(4) 第３条第２項各号及び同条第５項各号の支援金（以下「加算支援金」

という。）の支給を申請するときは、前３号に加え住宅を建設、購入、

補修若しくは賃借したこと、又はしようとすることが確認できる契約

書等の写し 

(5) 特別給付金の支給を申請するときは、第１号から第３号に加え住宅

を補修若しくは賃借したこと、又はしようとすることが確認できる契

約書等の写し 

(6) その他、甲が指示する書面等 

２ 前項の規定による支援金等の支給の申請は、当該支援金等の支給に係る

自然災害による被害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては１

３月を経過する日まで、加算支援金及び特別給付金にあっては３７月を経

過する日までに、住家被災市町村に提出して行わなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、甲は、被災地における危険な状況の継続その

他やむを得ない事情により被災世帯主が前項に規定する期間内に支援金

等の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長す

ることができる。 

４ 被災世帯主から申請を受理した住家被災市町村は、申請内容について支

援金等支給申請に係る進達文書（様式第２号）及び支援金等申請者一覧表

（様式第３号）を添えて、被災世帯主からの申請書面等を速やかに甲に進

達するものとする。 

 

（支給の決定） 

第６条 甲は、前条第４項の規定による進達を受理したときは、申請内容を

審査の上、支援金等の支給についてその可否を決定する。 

２ 甲は、前項の規定による審査において疑義等が生じた場合には、当該申

請を受理した住家被災市町村等に確認又は申請書及び添付書面等の補正

等を求めることができる。 

 

（決定の通知） 

第７条 甲は、前条第１項の規定による決定の内容を支援金等の決定通知書

（様式第４号）により被災世帯主に通知するとともに、その写しを当該被

災世帯主からの申請を受理した住家被災市町村に送付する。 

 

（支給決定の取消） 

第８条 甲は、被災世帯主が次の各号のいずれかに該当した場合には、支援

金等の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

 (1) 偽りその他不正の手段によって支援金等の支給を受けたとき。  
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(2) その他、支援金等の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に

違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。  

２ 前項の規定による決定をした場合は、甲は、支援金等支給決定取消通知

書（様式第５号）により当該被災世帯主に通知するとともに、その写しを

当該被災世帯主からの申請を受理した住家被災市町村に送付する。  

 

（支援金等の返還） 

第９条 規則第１７条第１項の規定による返還の命令をする場合は、甲は、

支援金等返還請求書（様式第６号）により当該被災世帯主に返還を命ずる

とともに、その写しを当該被災世帯主からの申請を受理した住家被災市町

村に送付する。 

２ 前項の支援金等返還請求書の写しを受理した住家被災市町村は、支援金

等の返還並びに加算金及び延滞金の納付について、当該被災世帯主と連絡

調整を行うものとする。 

 

（他の支給の一時停止等） 

第１０条 被災世帯主に対し支援金等の返還を命じ、当該被災世帯主が当該

支援金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、

当該被災世帯主に対して、基本協定に基づき他の支給すべき金銭があると

きは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該金銭と未納付

額とを相殺するものとする。 

 

（支援金等の財源） 

第１１条 支援金等は、甲の予算から支出するものとする。 

２ 甲は、前年１２月から当年１１月までに支給した支援金等の総額を集計

し、当年１２月２０日までに、市町村ごとの負担額を明示し各市町村に負

担金を請求するものとする。 

３ 各市町村は、甲から請求を受けた後、翌年４月末日までに、請求のあっ

た年度の甲の会計に自己の負担金を納付するものとする。 

 

（証拠書類の保存） 

第１２条 甲及び乙は、この支援金等の支給に係る予算及び決算並びに申請

受理から支給決定までに関する証拠書類等を支給完了後５年間保管して

おかなければならない。 

 

（疑義等の協議）  

第１３条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に関する疑義が生じた
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ときは、甲及び乙又は甲及び住家被災市町村が協議して定めるものとする。 

 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、支援金等に関して必要な事項は別

に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、同日以後に生じた自然災害 

に係る支援金の支給について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、同日以後に生じた自然災害 

に係る支援金等の支給について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に生じた自然災害 

に係る支援金等の支給について適用する。 

 
 



 

様式第１号（第５条第１項関係）  

 
埼玉県・市町村生活再建支援金等支給申請書  

 
                               年  月  日 

 

（市町村経由） 

埼玉県知事 ○○ ○○   

 

  埼玉県・市町村生活再建支援金等の支給を申請します。  

 

                    申請者氏名                  

 

  支 給 番 号       世帯主以外の方が申請する場合はその理由：  

 

                                          

Ⅰ 被災時の世帯の状況について記入してください。  

 ①単数世帯、複数世帯の別を○で囲んでください（ 単数 ・ 複数 ） 

 

③被災した住宅の住所  

 

 

 

Ⅱ 被災世帯の現在の住所等を記入してください。 

現 在 の 住 所 
〒  

 

電 話 番 号 

 

          （     ） 

 

Ⅲ 世帯主の支援金等の振込先口座を記入してください。 

金 融 機 関 名 支 店 名 等 種   別  口 座 番 号 
  

普通･当座・その他  

 

ゆうちょ銀行  記号      番号         

 

Ⅳ 住宅の被害状況を○で囲んでください。（被災日：    年  月  日） 

 被害状況            

（全壊・半壊解体・敷地被害解体  

・大規模半壊・中規模半壊・半壊 

・長期避難） 

  半壊解体・敷地被害解体の場合はその理由：  

②世帯主の氏名   ふりがな  

〒  

 



 

Ⅴ（１）申請する基礎支援金について該当する金額を○で囲み、申請額を記入してください。  

（初めて申請される方は必ず記入してください。２回目以降は、特に必要がない限り空欄のままで結構です。） 

 
区 分  

今回申請(A) 受給済(B) 備考（添付書面等） 

複数世帯  単数世帯  複数世帯  単数世帯  

基

礎

支

援

金  

全壊  100万円  75万円   住民票 預貯金通帳の写し  

罹災証明書   

その他（        

）  

解体(半壊･敷地被害) 100万円  75万円   

長期避難  100万円  75万円   

大規模半壊  50万円  37.5万円  50万円  37.5万円  

半壊特別  

給付金  

補修    50万円  37.5万円   

賃貸住宅※   25万円  18.75万円    

 ※公営住宅入居者除く      申請額 (A－B)：  

          万円   

 

（２）申請する加算支援金について該当する金額を○で囲み、申請額を記入してください。  

 
区 分  

今回申請(C) 受給済(D) 
備考（添付書面等） 

複数世帯  単数世帯  複数世帯  単数世帯  

全壊・  

解体・  

大規模  

半壊  等  

建設・購入 200万円  150万円   契約書の写し  

その他（         ）  補修  100万円  75万円   

賃貸住宅※  50万円  37.5万円  50万円  37.5万円  

 

中規模  

半壊  

建設・購入 100万円  75万円    

補修  50万円  37.5万円    

賃貸住宅※  25万円  18.75万円  25万円  18.75万円   

※公営住宅入居者除く       申請額 (C－D)：  

          万円   

 

（３）申請する半壊特別給付金について該当する金額を○で囲み、申請額を記入してくだ

さい。 

 
区分 

今回申請(E) 
備考（添付書面等） 

複数世帯  単数世帯  

 
半壊 
特別 
給付金 

補修 50万円  37.5万円  住民票 預貯金通帳の写し  

罹災証明書  契約書の写し  

その他（       ）  
賃貸住宅※  25万円  18.75万円  

※公営住宅入居者除く       申請額 (E)：  

          万円  



 

 

注１）備考欄の添付書面は、該当するものを○で囲んで（その他の場合は書面名も記入して）
ください。  

注２）それぞれの支援金について、複数の「区分」に該当する場合は、それらのうちの高い方
の額が最終的な支給額になります。既に受給した支援金及び特別給付金がある場合は受給
済額との差額を「申請額」の欄に記入してください。  

 
 

Ⅵ 私及び私の世帯の者は暴力団ではありません。また、支給の審査に当たり、私及び私

の世帯の者や被災状況等に関する事項を関係機関に確認することについて同意します。  

 

                     記名                 

市町村記入欄  

（災害名） 

                                

                          



 

様式第２号（第５条第４項関係）  

                        ○ 第 ○○○○ 号  

                            年 月 日  

 

 埼玉県知事 ○○ ○○  

 

 

               ○○市町村長 ○○ ○○（公印省略）  

 

 

埼玉県・市町村生活再建支援金等支給申請について（進達） 

 

     年  月  日に申請された添付の埼玉県・市町村生活再建支

援金等支給申請書については、下記意見を添えて送付します。  

 

記 

 

□ 支給とする。  

支給内容  

(1) 支給額   金        円 

  うち、基礎支援金     円、加算支援金     円 

         半壊特別給付金      円 

(2) 支給方法 口座振込支給  

 

□ 不支給とする。  

理   由  

 

 

 

 

 

 

 

担当課名： 

担 当 者： 

連 絡 先：  



様式第３号（第５条第４項関係）

市町村名： 災害名： 申請回数(○回目)

番号 申請者氏名 被災時の住所 現住所 連絡先（TEL) 世帯 被害程度
基礎支援金

(半壊特別給付金)
の県への申請受理日

基礎支援金
(半壊特別給付金)
の本人への支給日

基礎支援金額
(半壊特別給付金額)

加算支援金
申請理由

加算支援金の
県への申請

受理日

加算支援金の
本人への
支給日

加算
支援金額

支給総額 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

小計 0.0 0.0

合計 支給額　合計 0.0 万円

埼玉県・市町村生活再建支援金等申請者一覧表



 

様式第４号（第７条関係）  

                        ○ 第 ○○○○ 号  

                            年 月 日  

 

 （ 申請者 ） 様 

 

                埼玉県知事 ○○ ○○（公印省略）  

 

埼玉県・市町村生活再建支援金等の決定通知書  

 

     年  月  日に申請された埼玉県・市町村生活再建支援金等の

支給については、下記のとおり決定しますのでお知らせします。  

 

記 

 

□ 支給します。  

支給内容  

(1) 支給額   金        円 

  うち、基礎支援金     円、加算支援金     円 

     半壊特別給付金   円 

(2) 支給方法 口座振込支給（振込日      （予定）） 

◎ 埼玉県・市町村生活再建支援金及び半壊特別給付金は、埼玉県と県内全

市町村が費用を負担して支給するものです。  

 

〔支給の条件〕  

 埼玉県・市町村生活再建支援金等支給申請書及び添付書面等に記載した内

容の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場合には、あらかじめ知

事の承認を受けてください。  

 

□ 不支給とします。  

理   由  

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第８条第２項関係）  

                        ○ 第 ○○○○ 号  

                            年 月 日  

 

 （ 申請者 ） 様 

 

 

                埼玉県知事 ○○ ○○（公印省略）  

 

 

埼玉県・市町村生活再建支援金等支給決定取消通知書  

 

     年  月  日付け第   号で支給の決定を通知した埼玉

県・市町村生活再建支援金（埼玉県・市町村半壊特別給付金）について

は、下記の理由により支給決定の（全部・一部）を取り消します。  

 

記 

 

〔理由〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第６号（第９条第１項関係）  

                        ○ 第 ○○○○ 号  

                            年 月 日  

 

 （ 申請者 ） 様 

 

                     埼玉県知事 〇〇 〇〇（公印省略）  

 

 

埼玉県・市町村生活再建支援金等返還請求書  

 

     年  月  日付け第   号で支給の決定を通知した埼玉県・

市町村生活再建支援金（埼玉県・市町村半壊特別給付金）については、下記

により返還してください。  

 

記 

 

１ 返還の理由  

 

 

２ 返還額  

 

 

３ 返還の期限  

 

 

４ 返還の方法  

 

 

５ 加算金及び延滞金  

（１）支援金及び特別給付金を受領した日から納付の日までの日数に応じて、

当該支援金及び特別給付金に年１０．９５％の割合で計算した加算金を

納付してください。  

（２）返還期限までに返還金の納付がない場合は、当該返還期限の翌日から

納付の日までの日数に応じて、未納付額に年１０．９５％の割合で計算

した延滞金を納付してください。  


